
　

旬
の
地
元
食
材
を
使
っ
た
ラ
ン
チ
を
食

べ
な
が
ら
、
使
用
食
材
や
地
産
地
消
、
食

育
に
つ
い
て
講
座
を
行
い
ま
す
。

▼
対
象
＝
豊
橋
市
お
よ
び
田
原
市
に
在
住

の
方
（
子
ど
も
同
伴
不
可
）　

▼
日
時
＝

３
月
13
日
（
火
）
正
午
〜
午
後
２
時
30
分

▼
場
所
＝
角
上
楼
（
田
原
市
福
江
町
）　

▼
定
員
＝
20
名
（
申
し
込
み
多
数
の
場

合
は
抽
選
／
結
果
は
３
月
６
日
ま
で
に
通

知
）　

▼
講
師
＝
上
村
純
士
さ
ん
（
角
上

楼
代
表
）
ほ
か　

▼
受
講
料
＝
３
０
０
０

円
（
食
事
代
含
む
）　

▼
申
し
込
み
＝
２

月
28
日
（
水
）
ま
で
に
電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ

Ｘ
・
Ｅ
メ
ー
ル
に
て
（
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
Ｅ
メ
ー

ル
の
場
合
は
、
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号

を
明
記
）
／
豊
橋
田
原
Ｉ
Ｔ
農
業
推
進
会

議
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
申
し
込
み
可

▼
豊
橋
田
原
Ｉ
Ｔ
農
業
推
進
会
議
事
務
局

（
〒
４
４
０

－

８
５
０
１　

住
所
不
要　

﹇
豊
橋
市
役
所
農
政
課
内
﹈）

5（
０
５
３
２
）51
局
２
４
７
１

　
（
０
５
３
２
）56
局
５
１
３
０

　

nosei@
city.toyohashi.lg.jp

　

http://w
w
w
.city.toyohashi.aichi.j

p/nousei

▼
対
象
＝
ど
な
た
で
も　

▼
日
時
＝
２
月

18
日
（
日
）
午
前
10
時
〜
午
後
３
時
30
分

▼
場
所
＝
田
原
文
化
会
館　

▼
内
容
＝
基

調
講
演
（
名
古
屋
文
理
大
学
短
期
学
部
・

芳
本
信
子
教
授
）、
学
習
発
表
（
豊
橋
商

業
高
校
生
徒
）、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ

ョ
ン
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
ミ
ニ
物
産
展

▼
農
政
課

5
23
局
３
５
１
７　

22
局
３
８
１
７

　

平
成
19
年
度
に
小
・
中
学
校
体
育
施
設

を
利
用
す
る
団
体
の
申
請
を
受
け
付
け
ま

す
。
な
お
、
平
成
18
年
度
に
登
録
し
た
団

体
も
新
た
に
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

▼
対
象
＝
市
内
に
在
住
・
在
勤
の
10
名
以

上
の
グ
ル
ー
プ　

▼
開
放
施
設
＝
市
内
の

小
・
中
学
校
の
運
動
場
と
体
育
館
、
武
道

場　

▼
使
用
料
＝
無
料　

▼
申
し
込
み
＝

３
月
９
日
（
金
）
ま
で
に
、生
涯
学
習
課
、

文
化
会
館
（
田
原
・
赤
羽
根
・
渥
美
）、

渥
美
運
動
公
園
に
あ
る
登
録
申
請
書
（
田

原
市
教
育
委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
可
）
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
提
出　

▼
そ
の
他
＝
今
年
度
ま

で
適
用
さ
れ
た
「
社
会
活
動
災
害
補
償
保

険（
通
称
ふ
れ
あ
い
保
険
）」に
つ
い
て
は
、

平
成
19
年
度
よ
り
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

▼
生
涯
学
習
課

5
23
局
３
５
３
１　

22
局
３
８
１
１

　

http://w
w
w
.city.tahara.aichi.jp/s

ection/kyoiku/

　

こ
れ
か
ら
の
季
節
は
寒
さ
も
峠
を
越
え

る
た
め
、
火
へ
の
注
意
心
も
緩
み
が
ち
に

な
り
ま
す
。
火
の
取
り
扱
い
に
は
十
分
注

意
し
ま
し
ょ
う
。

【
住
宅
防
火
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
】

・
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住
宅
用
火

災
警
報
器
を
早
期
に
設
置
し
ま
し
ょ
う

・
家
の
周
り
に
燃
え
や
す
い
も
の
を
置
か

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う

・
火
災
を
小
さ
な
う
ち
に
消
す
た
め
に
、
住

宅
用
消
火
器
な
ど
を
設
置
し
ま
し
ょ
う

・
お
年
寄
り
や
体
の
不
自
由
な
方
を
守
る

た
め
に
、
近
所
の
協
力
体
制
を
整
え

て
お
き
ま
し
ょ
う

▼
消
防
課

5
23
局
４
０
７
４　

23
局
２
４
４
０

　

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
で
低
所
得
の

方
に
対
し
、介
護
保
険
料
を
減
免
し
ま
す
。

▼
対
象
＝
第
３
段
階
で
次
に
該
当
す
る
方

①
平
成
17
年
1
月
〜
12
月
の
収
入
が

１
０
０
万
円
以
下
の
方
（
2
人
以
上
に
つ

い
て
は
、
一
人
に
つ
き
35
万
円
を
加
算
し

た
額
）
／
②
誰
か
ら
も
生
活
的
援
助
を
受

け
て
い
な
い
方
、
ま
た
被
扶
養
者
で
な
い

方
／
③
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
に
な
っ
て

い
な
い
方
／
④
世
帯
全
員
が
居
住
地
以
外

に
土
地
・
家
屋
を
所
有
し
て
い
な
い
方　

▼
減
免
内
容
＝
第
３
段
階
の
方
の
保
険
料

額
（
３
万
１
９
０
０
円
）
を
第
２
段
階
の

方
の
保
険
料
額
（
２
万
１
２
０
０
円
）
と

同
じ
に
す
る
も
の　

▼
申
請
方
法
＝
福
祉

課
介
護
保
険
係
に
て

▼
福
祉
課
（
田
原
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

5
23
局
３
２
１
７　

23
局
３
５
４
５

春
季
全
国
火
災
予
防
運
動

３
月
１
日（
木
）〜
３
月
７
日（
水
）

介
護
保
険
料
の
減
免

豊
橋
田
原
食
農
教
育

　
　

推
進
フ
ォ
ー
ラ
ム

学
校
施
設
開
放

　

利
用
団
体
の
登
録

豊
橋
田
原
食
育
体
験
講
座

（
第
４
回
）

段階 対象

第１ 世帯全員が市民税非課税で、生活保
護受給者または老齢福祉年金受給者

第２
世帯全員が市民税非課税で、課税
年金収入額と合計所得金額の合算が
80万円以下の方

第３ 世帯全員が市民税非課税で、第２段
階に該当しない方

第４ 本人が市民税非課税の方

第５ 本人が市民税課税で、合計所得金額
が200万円未満の方

第６ 本人が市民税課税で、合計所得金額
が200万円以上の方

■介護保険料の段階
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